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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　股関節固定のためのシステムであって、
　患者の近位大腿骨内に配置されるように構成された固定要素であって、前記固定要素の
前方端が、前記近位大腿骨の頭部にアンカリングされ、前記固定要素が、前記近位大腿骨
の外側部分から、前記近位大腿骨の前記頭部に延在するようになっている、固定要素と、
　前記近位大腿骨の前記外側部分に連結されるように構成された係止部材と、
　前記固定要素と前記係止部材との間に動作可能に配置され、前記患者によって前記近位
大腿骨に加えられた荷重に応じて、前記固定要素および前記係止部材によって変形可能部
材の少なくとも一部分に作用する圧迫力により塑性的に変形されるように構成された変形
可能部材であって、前記固定要素および前記係止部材は、前記固定要素の長軸に平行に互
いに対し動くようになっている、変形可能部材と、
　を備える、システム。
【請求項２】
　前記固定要素はシャフトを有し、前記変形可能部材は前記シャフトに取り付けられ、前
記固定要素および前記変形可能部材が、前記近位大腿骨内に、１つのユニットとして配置
されるよう構成されるようになっている、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　変形可能部材が、前記シャフトの側面領域にも取り付けられる、請求項２に記載のシス
テム。
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【請求項４】
　前記シャフトの側面領域は溝を画定し、前記変形可能部材は前記溝内にも位置する、請
求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記側面領域は、前記シャフトの平坦な領域を形成し、前記変形可能部材は、前記シャ
フトの平坦な領域にも取り付けられる、請求項３に記載のシステム。
【請求項６】
　横方向の開口部を画定するネイルをさらに備え、前記固定要素は、前記横方向の開口部
を通って延在するように構成され、他の係止部材が、前記ネイルに取り付けられるかまた
は取り付け可能であり、前記ネイル内の前記変形可能部材に係合するように構成される、
請求項１から５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記他の係止部材は、前記固定要素が、前記固定要素の長軸周りの回転を制限するよう
に構成され、前記他の係止部材の少なくとも一部分を回すことによって、ネイルの長手方
向軸に沿って前記ネイル内に調整可能に位置決めされ得る、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　側板を前記近位大腿骨の外側皮質に取り付けるための搭載部分を備え、大腿骨内に配置
されるように構成された胴部も備える、側板をさらに備え、前記胴部は、前記固定要素の
後方部を受容する導管を画定し、前記変形可能部材は、前記係止部材と前記固定要素の後
方部との間の前記導管内に配置されるように構成される、請求項１から５のいずれか一項
に記載のシステム。
【請求項９】
　前記係止部材および前記変形可能部材を通って延在し、前記固定要素と螺合するように
構成されたコンプレッションスクリューをさらに備える、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　各々が、患者の同じ近位大腿骨内に配置されるように構成された複数の固定要素であっ
て、各固定要素の前方端が、前記近位大腿骨の頭部にアンカリングされ、前記固定要素が
、前記近位大腿骨の外側部分から前記近位大腿骨の前記頭部まで延在するようになってい
る、複数の固定要素と、
　各固定要素に動作可能なように関連付けられた変形可能部材と、
　前記近位大腿骨に取り付けられるように構成され、固定要素ごとに係止部材を備える、
バットレスプレートと、
　を備える、請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先出願の相互参照
　本出願は、参照によりその全体があらゆる目的で本明細書に援用される、2014年5月7日
に出願された米国仮特許出願第61/989,662号に基づき、米国特許法第119条(e)の下でのこ
の仮特許出願の利益を主張する。
【０００２】
他の資料の相互参照
　本出願は、以下の特許出願、すなわち、2014年12月9日に出願された米国特許出願第14/
565,105号、2014年12月9日に出願された、米国特許出願第14/565,116号、2014年12月10日
に出願された、米国特許出願第14/566,350号を、参照によりそれらの全体をあらゆる目的
で援用する。
【背景技術】
【０００３】
序論
　股関節は、大腿骨の頭部(大腿骨頭)と、骨盤の臼蓋窩との関節結合によって形成される
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滑膜関節である。股関節は、人物が、中でも、立っているとき、歩いているとき、または
走っているときに身体の重量を支える。
【０００４】
　大腿骨に対する外傷により、股関節付近で大腿骨が骨折する可能性がある。骨折の位置
および重症度に応じて、大腿骨頭は、プロテーゼに置換される場合があるか、または大腿
骨は、大腿骨が治癒する間、大腿骨頭を安定させるために、埋め込まれた固定システムを
用いて安定化される場合がある。固定システムは、中でも、プレートまたはネイルを備え
ることができる。
【０００５】
　固定システムのコンポーネントは、互いに対して自由に摺動可能であるかまたは堅く固
定され、それぞれ、骨折部位における大腿骨内の動きを可能にするかまたは阻止する。一
方、いずれの手法も最適でない場合がある。改善された股関節固定システムが必要とされ
ている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示は、荷重制御型ダイナミゼーションを用いた股関節固定のための方法および装置
を含むシステムを提供する。例示的な実施形態では、システムは、スクリュー等の、患者
の近位大腿骨内に配置されるように構成された固定要素を備えることができ、固定要素の
前方端が近位大腿骨の頭部内にアンカリングされる。システムは、(例えば、ネイルまた
はプレートを介して)近位大腿骨に連結されるように構成される係止部材を備えることが
できる。システムは、患者によって近位大腿骨に加えられる荷重に応じて固定要素および
係止部材によって変形可能部材の少なくとも一部に作用する圧迫力によって不可逆的に変
形されるように構成された変形可能部材をさらに備えることができ、固定要素および係止
部材は、固定要素の長軸に平行に互いに対し動くようになっている。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本開示の態様による、患者の骨折した大腿骨に装着され、システムの変形領域の
変形を通じた荷重制御型ダイナミゼーションのために構成された、例示的な股関節固定シ
ステムの選択された態様の前面部分断面図である。
【図２】概ね図1の「2」で示された領域の周りで取得された、図1の固定システムの部分
断面図の対であり、患者によって固定システムに加えられた変形荷重に応じて(パネルAお
よびBを比較されたい)、骨折端を互いに接触させるための、固定システムのコンポーネン
トの互いに対する動き、および大腿骨の部分の互いに対する関連する動きを示す。
【図３】本開示の態様による、本開示の股関節固定システムのうちの任意のもののための
変形領域を与えるための例示的な変形スペーサ要素の図であり、この要素は、この要素に
よって占有される体積を低減するために、この要素を塑性変形によってクラッシャブルに
するように3D印刷によって形成されたセル状構造を有する。
【図４】本開示の態様による、本開示の股関節固定システムのうちの任意のもののための
変形領域を与える別の例示的な変形スペーサ要素の図であり、この要素は、発泡体によっ
て形成されている。
【図５】本開示の態様による、本開示の股関節固定システムのうちの任意のもののための
変形可能な領域を提供するためのまた別の例示的な変形スペーサ要素の図であり、要素は
、ポリマによって形成される。
【図６】本開示の態様による、荷重制御型ダイナミゼーションを用いた股関節固定システ
ムの別の例示的な実施形態の部分断面図であり、このシステムは、骨折した大腿骨に取り
付けられ、ネイルとして構造化された支持部材を備え、ネイルを通って延在する固定要素
も備え、この固定要素は、患者によってシステムに加えられた荷重に応じて、ネイルの内
部のセットスクリューとの接触を変形させることによる塑性変形のために構成された変形
領域を有する。
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【図７】本開示の態様による、荷重制御型ダイナミゼーションを用いた股関節固定システ
ムのまた別の例示的な実施形態の部分断面展開図であり、このシステムは、骨折した大腿
骨に取り付けられ、変形可能部材を含む胴部を有する側板として構造化された支持部材を
備え、胴部に受容され、システムの係止部材と協働して変形可能部材に変形力を加えるよ
うに構成された固定要素も備える。
【図８】本開示の態様による、システムの変形可能部材の塑性変形を介した、荷重制御型
ダイナミゼーションを用いた股関節固定システムのさらに別の例示的な実施形態の部分断
面図であり、このシステムは、骨折した大腿骨に取り付けられ、システムに加えられた荷
重に応じて各々が塑性変形することが可能な複数の変形スペーサ要素を備える。
【図９】本開示の態様による、システムの変形可能部材の塑性変形を介した、荷重制御型
ダイナミゼーションを用いた股関節固定システムのまたさらに別の例示的な実施形態の前
面図であり、このシステムは、骨折した大腿骨に取り付けられ、大腿骨の外側皮質に搭載
された支持部材を備え、大腿骨頭にアンカリングされ、支持部材の係止部材との接触によ
り変形される変形可能部材に取り付けられた固定要素も備える。
【図１０】大腿骨がない状態で、図9の線10-10に概ね沿って取得された、図9の股関節固
定システムの側面図である。
【図１１】変形可能部材の変形、ならびにこれに関連する、支持部材および固定要素の互
いに対する軸方向の動きの後に取得された、図9の股関節固定システムの部分正面図であ
る。
【図１２】本開示の態様による、摩擦が制限されたダイナミゼーションを用いた股関節固
定システムの例示的な実施形態の部分断面展開図であり、このシステムは、内部が先細の
胴部を有する側板の形態の支持部材を備え、固定要素がこの胴部内に延在し、変形後方部
を有し、胴部は、固定要素の先端に向かって移動するにつれ、側板および固定要素の互い
に対する軸方向の進行に対し、増大する抵抗を与える。
【図１３】図12のように取得されたが、胴部の内部テーパが誇張されている、図12の側板
の幾分概略的な断面図である。
【図１４】本開示の態様による、荷重制御型ダイナミゼーションをラチェットによって調
節させる股関節固定システムの例示的な実施形態の部分断面展開図である。
【図１５】本開示の態様による、荷重制御型ダイナミゼーションをラチェットによって調
節させる股関節固定システムの別の例示的な実施形態の部分断面展開図である。
【図１６】本開示の態様による、荷重制御型ダイナミゼーションをラチェットによって調
節させる股関節固定システムのまた別の例示的な実施形態の部分断面展開図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本開示は、荷重制御型ダイナミゼーションを用いた股関節固定のための方法および装置
を含むシステムを提供する。例示的な実施形態では、システムは、患者の近位大腿骨内に
配置されるように構成された、スクリュー等の固定要素を備えることができ、固定要素の
前方端は近位大腿骨の頭部にアンカリングされている。システムは、近位大腿骨に(例え
ば、ネイルまたはプレートにより)連結されるように構成された係止部材(stop member)も
備えることができる。システムは、患者によって近位大腿骨に加えられる荷重に応じて、
固定要素および係止部材によって変形可能部材(deformable member)の少なくとも一部に
作用する圧迫力によって不可逆的に変形されるように構成された変形可能部材もさらに備
えることができ、固定要素および係止部材が、固定要素の長軸に平行に互い対して動くよ
うになっている。
【０００９】
　本明細書に開示される荷重制御型ダイナミゼーションは、他の股関節固定システムを上
回る様々な利点を有することができる。システムコンポーネントが互いに堅く取り付けら
れたシステムと比較して、荷重制御型方式でシステムコンポーネントを互いに対して動か
す能力により、大腿骨頭を通じた固定要素のカットアウトの発生が低減する。システムコ
ンポーネントが互いに対し自由に摺動可能であるシステムと比較して、システムコンポー
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ネントの動きの制御および制限により、大腿骨短縮が低減し、生じ得る大腿骨短縮の量に
対する制限が確立される。
【００１０】
　本開示のさらなる態様が、以下のセクション、すなわち、(I)例示的な股関節固定シス
テムの概観、(II)股関節固定の方法、(III)システムコンポーネントの組成、(IV)キット
、および(V)例において説明される。
【００１１】
I.例示的な股関節固定システムの概観
　このセクションは、システムの変形領域の変形を通じた荷重制御型ダイナミゼーション
のために構成された例示的な股関節システムの概略図を提供する。図1～図5を参照された
い。
【００１２】
　荷重制御型ダイナミゼーションは、骨折の処理(例えば、大腿骨頸部の短縮)に適応する
ために、大腿骨骨折の術後の圧迫を可能にする場合がある。本明細書において用いられる
とき、「荷重制御型ダイナミゼーション」とは、通常、システムが装着される患者によっ
て、股関節固定システムおよび/または大腿骨に加えられる荷重により生じる、股関節固
定システムの部分の位置の互いに対する任意の移動および/または変化である。ダイナミ
ゼーションは、「距離が制限されている」場合があり、これは、固定システム内でのさら
なる動きが、固定システムが既に経た位置の移動および/または変化の度合いに従って力
を増大させることを必要とし、任意選択で、ダイナミゼーションの最大距離がシステムに
ついて事前に定義されている。股関節固定システムの荷重制御型ダイナミゼーションは、
通常、結果として、大腿骨頭(大腿骨の内側部分)および大腿骨本体/骨幹部(大腿骨の外側
部分)の互いに対するダイナミゼーション等の、大腿骨の部分の互いに対する対応する荷
重制御型ダイナミゼーションをもたらす。
【００１３】
　図1は、骨折部54または切断等の少なくとも1つの断絶部を有する大腿骨52に取り付けら
れた股関節固定システム50の選択された態様の前面図を示す。骨折部54は、関節包内骨折
(例えば、頸部骨折)および/または関節包外骨折(例えば、転子間骨折)を含むことができ
る。
【００１４】
　システム50は、少なくとも1つの固定要素56(例えば、1つ、2つ、3つ以上の固定要素)を
含むことができ、1つまたは複数の支持部材58a、58bは、固定要素、変形可能部材60およ
び係止部材61に動作的に関連付けられている。変形可能部材は、大腿骨が骨折部54におい
て圧迫されるように、固定材料および係止部材(および/または支持部材)が互いに対して
動くことができるようにする変形を可能にすることができ、これは、62における運動矢印
によって示される。変形は、システムが患者に装着された後に、患者によってシステムお
よび/または大腿骨52に加えられた荷重64に応じて生じることができる。生じる変形の量
は、変形を引き起こす荷重範囲内の、加えられる荷重とともに変動することができる。変
形可能部材は、固定要素および係止部材/支持部材が互いに対して動く際に、塑性(不可逆
性)変形および/または弾性(可逆性)変形を受ける場合がある。さらに、さらなる動きに対
する耐性は、変形可能部材が既に変形した範囲に従って増大することができ、システムコ
ンポーネントの互いに対する漸進的な動きに伴い、増大する荷重が必要とされるようにな
っている。いくつかの実施形態では、変形可能部材は省くことができる。
【００１５】
　固定要素56は、大腿骨52を介して固定要素に加えられる荷重64(例えば、下向きの力)に
応じて、その長軸に沿って長さおよび/または軸方向位置を変更することができる。荷重
は、患者とも呼ばれる、固定システムの受け手によって、通常、患者の重量の少なくとも
一部を用いて加えられる。換言すれば、荷重は、患者が、中でも、立つか、歩くか、また
は走るとき等に、手術後に加えられる場合がある。患者によって固定要素56に加えられる
最大荷重によって、任意選択で、荷重制限までの、かつ/または(所定の/特定の荷重範囲
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等の)荷重範囲内の、固定要素の長さおよび/または軸方向位置の変更の大きさを決定する
ことができる。長さおよび/または軸方向位置の変更は、大腿骨頭および大腿骨骨幹部の
互いに対する動きを伴う場合があり、この動きは、骨折部54(または他の断絶部)に圧力を
加える場合がある。
【００１６】
　固定要素56は、交換可能に、横部材、大腿骨頭固定具、または大腿骨頭アンカと呼ぶこ
とができる。固定要素は、大腿骨52の長軸に対し横方向に装着されるように構成すること
ができる。固定要素は、大腿骨52の外側部分66(本体とも呼ばれる)から、大腿骨頸部68を
通って、大腿骨頭70(大腿骨の内側部分71を形成する)まで延在する。固定要素は、内側部
分71にアンカリングされることが可能であり、大腿骨の外側部分66に対し摺動可能であり
得る。固定要素56(および/またはそのシャフト)によって定義される長軸72は、大腿骨52
の長軸に対し、任意の適切な横方向の向きを有することができ、例えば、中でも、少なく
とも約100度、約150度未満またはそれらの組合せの角度を形成する。例示的な実施形態で
は、固定要素は、大腿骨の長軸に対し、約120度～145度に向けられる。大腿骨の外側部分
66は、大腿骨のシャフト74を含み、大転子76および/または小転子78の少なくとも一部を
含むことができる。
【００１７】
　固定要素56は、大腿骨内の動きに対し任意の適切な制約を課すことができる。例えば、
固定要素は、大腿骨頭の内反運動等の、大腿骨骨幹部に対する大腿骨頭の回転運動を制約
することができる。また、固定要素は、長軸72に対し平行な方向において、大腿骨骨幹部
に対する大腿骨頭の制限された動きを可能にすることができる。
【００１８】
　固定要素は、大腿骨頭70に配置された前方部82(交換可能に、スパニング部分と呼ばれ
る)と、および大腿骨の外側部分66に少なくとも部分的に配置された後方部84とを有する
ことができる。(前方部は、装着中に、後方部の前に骨に入る。)固定要素の1つまたは双
方の部分82、84を大腿骨にアンカリングすることができる。より詳細には、1つまたは双
方の部分82、84は、長軸72に平行な双方向において、骨に対する固定要素の動きを制限す
るように骨に係合する、雄ねじ88等のアンカリング構造86を備えることができる。したが
って、固定要素は、前方部82にのみねじ山を有する、ラグスクリュー等のスクリューとす
ることができる。アンカリング構造は、固定要素のシャフト90と一体形成することもでき
、または、シャフトに対して移動可能なディスクリートコンポーネントによって提供され
てもよい。例示的なアンカリング構造は、中でも、雄ねじ、1つまたは複数の出っ張り(ba
rb)、1つまたは複数のフランジ(例えば、環状または螺線形のフランジ)、少なくとも1つ
の拡張可能なピン(例えば、鉤爪)、枢動可能に展開されたリテーナ、またはそれらの任意
の組合せを含む。いくつかの実施形態では、固定要素56の後方部84はアンカリング構造を
含まない。固定要素には、カニューレを挿入することができ、ボアが、前方部、後方部ま
たは双方を通じて軸方向に(例えば、固定要素の全体長さを通じて)延在する。いくつかの
実施形態では、固定要素は、固定要素の後方端の付近にまたは後方端に頭部を有すること
ができる(例えば、実施例3を参照されたい)。
【００１９】
　固定要素56は、完全に大腿骨内に配置されてもよく、または、大腿骨から突出してもよ
く、例えば、図1に示すように、大腿骨の外側から突出してもよい。通常、固定要素の一
部のみ(存在する場合)、例えば、中でも、長さの10%または5%未満が、大腿骨から突出す
る。
【００２０】
　固定要素は、少なくとも1つの支持部材58aまたは58b内に、かつ/またはこれらを通って
延在することができる。例えば、示される実施形態では、固定要素は、内側支持要素58a
によって画定された開口部92を通って、外側支持部材58bによって画定された開口部94内
に延在する。各開口部92、94は、中でも、止まり穴または通り穴とすることができる。固
定要素は、変形可能部材60が変形するときに長軸72に平行な動きを可能にするように、少
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なくとも1つの支持部材(および/または係止部材61)に対して摺動可能に配置することがで
きる。
【００２１】
　固定要素56は、1つの部品として形成されてもよく、または、大腿骨内に1つのユニット
として配置された2つ以上の別個のコンポーネント/部品を組み立てたものとして形成され
てもよい。いくつかの実施形態では、固定要素は、固定要素が大腿骨内に配置された後に
、固定要素の後方部を介してコンプレッションスクリューに取り付け可能とすることがで
きる。コンプレッションスクリューは、骨折部54において大腿骨に加えられる圧力を調整
するように回すことができる(例えば、実施例2、4および5を参照されたい)。コンプレッ
ションスクリューは、変形可能部材60によって画定された開口部を通って延在することが
できる。
【００２２】
　固定要素は、任意の適切な形状を有することができる。例えば、固定要素は、円形の断
面を有してもよく、かつ/または円筒形のシャフトを含んでもよい。いくつかの実施形態
では、シャフトは、対向する端部、および対向する端部間に延在する外面を含むことがで
きる。外面は、少なくとも1つの非円筒形領域を含むことができる。中でも、非円筒形の
領域は、1つもしくは複数の長手方向の平坦部等の、平坦な領域であってもよく、または
少なくとも1つの溝96であってもよい(例えば、実施例1を参照されたい)。変形可能部材60
は、固定要素および変形可能部材を、1つのユニットとして大腿骨内に配置することがで
きるように、シャフトに取り付けても、取り付けなくてもよい。取り付けられる場合、変
形可能部材は、シャフトの非円筒形表面領域に取り付けることができる。
【００２３】
　固定要素は、この要素が、骨内への前進のためにドライバと相互連結することを可能に
するためのドライバ係合構造98を有することができる。示される実施形態では、ドライバ
係合構造98は、要素の後方部に形成される横方向の刻み目である。他の実施形態では、ド
ライバ係合構造は、中でも、外部ファセットまたはソケット(例えば、六角ソケット)を含
むことができる。
【００２４】
　支持部材58a、58bの各々は、大腿骨内への装着によって固定要素56と連動することがで
きる。「連動している」システムの1対の部材/構成要素が、互いとの直接接触を可能にす
るように位置決めされるか、または対の一方の部材/構成要素から、対の他方の部材/構成
要素まで集合的に延在する、システムの1つもしくは複数の介在する埋め込み部材/コンポ
ーネントによって分離される。各支持部材58a、58b(および/または係止部材61)は、装着
後に大腿骨の外側部分66に対して固定位置を有することができる。
【００２５】
　内側支持部材58aは、少なくとも主に大腿骨内に配置されるネイル100(交換可能に、髄
内釘と呼ばれる)とすることができる。ネイル100は、大腿骨内に長手方向に延在すること
ができる。ネイルは、外側支持部材58bなしで用いられてもよく、外側支持部材58bはネイ
ルなしで用いられてもよく、またはこれらは図示されるように組み合わせて用いられても
よい。ネイルは、ネイルの横方向の開口部内に、かつ/またはこの開口部を通って延在す
る1つまたは複数の固定具102を用いて骨に取り付けることができる。ネイルは、少なくと
も1つの骨折部54、または大腿骨の他の断絶部にわたることができる。
【００２６】
　ネイルは、任意の適切な構造を有することができる。ネイル100は、線形または非線形(
例えば、約10度未満の長手方向の曲げを有する)とすることができる。ネイルは、その後
方端領域よりも直径が小さい前方端領域を有することができる。ネイルは、長手方向にお
いてカニューレ挿入されていても、されていなくてもよい。
【００２７】
　外側支持部材58bは、少なくとも部分的に、大腿骨の外側に配置されてもよく、例えば
、大腿骨の外側皮質104(交換可能に、外側と呼ばれる)に位置し、かつ/または取り付けら
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れてもよい。外側支持部材は、プレートデバイスによって提供される搭載部分106(中でも
、バットレスプレートまたは側板とすることができる)を含むことができる。搭載部分は
、大腿骨上に支持部材を搭載する(かつ/または互いに支持部材を連結する)ための、スク
リュー等の1つまたは複数の固定具108を受容する開口部を定義することができる。各固定
具108は、ネイル100内に延在しても、しなくてもよい。外側支持部材はまた、大腿骨内に
延在し、固定要素56の後方部を受容する胴部を含んでも、含まなくてもよい(例えば、実
施例2、4および5)。
【００２８】
　外側支持部材58bは、変形可能部材60を含むか、または少なくとも部分的に収容するこ
とができる。変形可能部材は、固定要素、各支持部材および係止部材と別個であってもな
くてもよい。変形可能部材は、固定要素、支持部材および/または係止部材に取り付けら
れても、取り付けられなくてもよい。したがって、いくつかの実施形態では、変形可能部
材は、インサートとして説明することができ、かつ/または支持部材58bの開口部94(また
は支持部材58aの開口部92)から取り外し可能であってもなくてもよい。固定要素56は、固
定要素が、固定要素と変形可能部材との間の直接連結を用いてまたは用いることなく、例
えば要素を圧迫するための、変形圧力を変形可能部材60に加えることを可能にするように
開口部94(または開口部92)内に延在することができる。
【００２９】
　変形可能部材60は、固定要素56、支持部材58aまたは58b、および係止部材61に対し任意
の適切な位置を有することができる。いくつかの実施形態では、変形可能部材は、固定要
素のシャフトと係止部材(および/または支持部材)との間に動作可能に配置することがで
きる。例えば、変形可能部材は、シャフトの対向する端部間のシャフトの側面領域に取り
付けることができ、変形可能部材の少なくとも一部は、側面領域と、係止部材の領域との
間に配置することができる(例えば、実施例1を参照されたい)。代替的に、変形可能部材
は、シャフトの後方部と係止部材との間に、任意選択で、シャフト(および/または固定要
素)と同軸に位置することができる(実施例2および3も参照されたい)。いくつかの実施形
態では、変形可能部材は、例えば、シャフトによって画定される溝内に位置する、シャフ
トの対向する端部間の、シャフトの非円筒形表面領域に取り付けることができる(実施例1
を参照されたい)。
【００３０】
　図2は、変形可能部材60の少なくとも一部分の永久圧迫前(パネルA)および永久圧迫後(
パネルB)に取得された、図1の固定システム50の一対の断面図を示す。圧迫の結果として
、固定要素56および外側支持部材58b(係止部材61を含む)が互いに対して移動し、大腿骨
の外側部分66および内側部分71が互いに対して(例えば、互いに近づくように)移動する。
一方、以下の論考を単純にするために、大腿骨頭を含む大腿骨の固定要素56および内側部
分71は、移動可能であるとみなされるのに対し、大腿骨幹部を含む、大腿骨の外側支持部
材58b、内側支持部材58a、係止部材61および外側部分66は、静止しているとみなされる。
【００３１】
　図2のパネルAは、骨折部54における、外側部分および内側部分66、71の骨折端間の間隙
116を示す。したがって、大腿骨の頭部に加えられる荷重64が、固定要素と骨折の当接す
る端部との間で共有されるのではなく、固定要素56に効果的に伝達される。結果として、
荷重は、固定要素の長軸に対して平行な方向に変形可能部材60の圧迫を生成する。圧迫に
は、固定要素56および外側支持部材58b(係止部材61を含む)の互いに対する対応する動き
が付随する。この動きは、間隙が閉じられ(パネルAおよびパネルBを比較されたい)荷重が
固定要素と骨折の当接する端部との間で共有されるまでの動きであるか、または荷重が変
形可能部材をさらに圧迫するのにもはや十分でなくなるまでの動きである。代替的に、固
定要素が静止しているとみなされる場合、外側支持部材58b(係止部材61を含む)(および内
部支持部材58a)および大腿骨の外側部分66が、固定要素の長軸に平行な方向において、患
者の中を内方向に、すなわち、内側に、および上方に進行する。固定要素および支持部材
/係止部材は、中でも、少なくとも約1、2または5ミリメートル、および/または最大で約1
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0ミリメートル等の、互いに対する任意の適切な最大移動を経るように構成することがで
きる。他の実施形態では、実施形態で説明したような相対移動を許容し、中でも、摩擦ま
たはラチェットによって制御することができる(例えば、実施例4および5を参照されたい)
。いくつかの実施形態では、互いに対する固定要素および支持部材/係止部材の移動は、
固定要素の長軸に平行な2つの対向する軸方向のうちの一方においてのみ選択的に生じる
ように構成することができ、任意選択で、支持部材に対する固定要素の向きを変更するこ
となく生じるように構成することができる。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、固定要素は、要素が長さの変更を経ることを可能にする一体
変形可能部材を有することができる。長さは、塑性変形等を介して、固定要素の選択的変
形領域を変形することによって低減することができる。固定要素は、中でも、少なくとも
約1、2または5ミリメートル、および/または最大で約10ミリメートル等の、任意の適切な
長さ(または軸方向位置)の変更を経るように構成することができる。変形領域は、寸法に
おける対応する変更を経ることができる。
【００３３】
　変形可能部材60は、任意の適切な構造および組成を有することができる。変形可能部材
は、部材が圧迫されることを可能にする複数の空所を有することができる。変形可能部材
は、金属(ステンレス鋼、チタン等)、ポリマ等から形成することができる。変形可能部材
は、圧迫可能とすることができ、これにより、占有体積を低減する(例えば、変形可能部
材の周囲に画定される仮想エンベロープの体積を低減する)ことができる。変形可能部材
は、第1の軸に対し横方向に変形可能部材の寸法を実質的に増大させることなく、第1の軸
に対し平行に圧迫可能とすることができる。変形可能部材は、不可逆的に変形可能/圧迫
可能(すなわち、塑性的に変形可能)であるか、または不可逆的に変形可能/圧迫可能(例え
ば、弾性的に変形可能)とすることができる。変形可能部材の圧迫により、変形領域の少
なくとも一部が「押し潰れる」場合があり、これは任意の不可逆的圧縮である。変形可能
部材は、空所の規則的なまたはランダムなアレイを含むことができ、セル状構造および/
または多孔構造を有することができる。
【００３４】
　変形可能部材は、中でも、内側支持部材、外側支持部材、固定要素または係止部材に含
まれ、かつ/または少なくとも部分的に収容されることが可能である。したがって、変形
可能部材は、支持部材、固定要素もしくは係止部材と一体形成されてもよく、または支持
部材、固定要素もしくは係止部材に挿入し、取り付け、かつ/もしくはそれらの上および/
もしくは中に形成されてもよい。
【００３５】
　図3は、股関節固定システム50のための例示的な変形可能部材60を示す。変形可能部材
は、複数の空所120を有することができ、これらの空所は、変形可能部材に、ハチの巣状
の構造を与えることができる。変形可能部材は、例えば、3D印刷によって形成することが
できる。変形可能部材は、固定要素(シャフト領域またはその頭部領域等)の一部および/
または固定要素に取り付けるコンプレッションスクリューの一部(例えば、実施例2および
3を参照されたい)を受容するための開口部122(例えば、通り穴)を定義してもしなくても
よい。
【００３６】
　図4は、股関節固定システム50のための別の例示的な変形可能部材60を示す。変形可能
部材は、発泡体、例えば金属発泡体(例えば、Duocel(登録商標)発泡体)によって生成され
るような多孔構造を有することができる。
【００３７】
　図5は、図1の股関節固定システムのためのまた別の例示的な変形可能部材を示す。変形
可能部材は、ポリマまたはプラズマ溶射によって形成される多孔構造を有することができ
る。
【００３８】
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　他の実施形態では、変形可能部材は、例えば、1回または複数回(例えば、波状の構造を
生成するように)横方向に行き来して延在し、螺線形経路等を辿ってもよい。
【００３９】
　係止部材61は、任意の適切な構造および位置を有することができる。係止部材は、支持
部材(例えば、支持部材58b、図1および実施例3を参照されたい)と一体形成することもで
きるし、支持部材と別個に形成し、その後支持部材に取り付けてもよい(例えば、図1およ
び図2を参照されたい)。係止部材は、例えば、螺合によって支持部材に取り付けることが
できる。係止部材は、中でも、固定要素の長軸に平行に(例えば、実施例2を参照されたい
)、または支持部材の長軸に平行に(例えば、実施例1を参照されたい)調整可能に位置決め
可能とすることができる。代替的に、係止部材は、支持部材に対し永久に固定することが
できる。係止部材は、固定要素と同軸に位置決めすることもできるし(例えば、実施例1お
よび実施例2を参照されたい)、または固定要素の中央の長軸から調整可能にオフセットさ
れてもよい(実施例1を参照されたい)。
【００４０】
　本開示の股関節固定システムのうちの任意のものが、可逆的に可撓性(例えば弾性)であ
る順応性の接触面および/または固定要素56を含むことができる。順応性の接触面(および
/または可撓性の固定要素)は、支持部材(例えば、ネイルまたはプレート)に対する、かつ
/または大腿骨のシャフトに対する、固定要素(および/またはその領域)の軸外枢軸運動を
可能にし、固定要素の少なくとも一部分の向きを可逆的に変更することができる。適切な
順応性の接触面および/または可撓性の固定要素を有する股関節固定システムのさらなる
態様が、参照により本明細書に組み込まれる、相互参照の下で上記に列挙された特許出願
において開示されている。
【００４１】
II.股関節固定の方法
　このセクションは、本明細書に開示される固定システムのうちの任意のものを用いる例
示的な股関節固定方法を説明する。このセクションにおいて説明される方法ステップは、
任意の適切な順序および組合せで実行することができ、任意の他のステップと組み合わせ
ることができ、実施例6等の本明細書の他の場所において開示される、任意の適切なデバ
イスおよび/またはデバイス機能の組合せを用いて実行することができる。
【００４２】
　患者の固定される大腿骨を選択することができる。大腿骨は、少なくとも1つの骨折部
等の、少なくとも1つの断絶部を有する場合がある。少なくとも1つの骨折部は、関節包内
骨折および/または関節包外骨折を含む場合がある。したがって、少なくとも1つの骨折部
は、大腿骨体、大腿骨頸部および/または大腿骨頭の少なくとも1つの骨折部を含む場合が
ある。大腿骨体の少なくとも1つの骨折部は、転子間骨折および/または転子下骨折を含む
場合がある。転子間骨折は、大転子および/もしくは小転子を伴い、かつ/または転子の中
間に配置される。転子下骨折は、小転子の遠位の骨折である。
【００４３】
　大腿骨の固定のための固定システムを選択することができる。固定システムは、上記の
セクションI、および/またはセクションV等の本開示の他の場所で説明される要素および
機能の任意の組合せを含むことができる。固定システムは、少なくとも1つの固定要素と
、1つまたは複数の支持部材と、少なくとも1つの係止部材と、少なくとも1つの変形可能
部材とを含むことができる。大腿骨頸部骨折の場合等のいくつかの実施形態では、複数の
固定要素を選択することができる。支持部材は、大腿骨上の配置のための搭載部分および
/または大腿骨内への配置のための突出部分を提供することができる。突出部分は胴部と
することができる。いくつかの実施形態では、大腿骨頸部の骨折は、搭載部分を有するが
突出部分を有しない(例えば、胴部を有しない)バットレスプレートの形態の支持部材を用
いて、または大腿骨上の支持部材なしで固定することができる。いくつかの実施形態では
、転子間骨折は、突出部分を有しない(例えば、胴部を有しない)プレートデバイスを用い
て、またはプレートデバイスなしで固定することができる。プレートデバイスは、1つま
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たは複数の固定具(例えば、各々が固定要素と別個の1つまたは複数の固定具)を用いて大
腿骨の骨体(例えば、外側皮質)に固定されてもされなくてもよい。
【００４４】
　固定システムについて、少なくとも1つの変形可能部材を選択することができる。各変
形可能部材は、各々が異なる変形領域を有する1組の交換可能な変形可能部材によって提
供することができる。変形領域は、サイズ、形状等の各変形領域を形成する変形材料の変
形性が異なる場合がある。組からの変形可能部材の選択は、中でも、受け手の体重、身長
、活動レベル、年齢、またはそれらの任意の組合せ等の、固定システムの受け手の少なく
とも1つの特定に基づき得る。
【００４５】
　大腿骨は、固定システムを装着することによって安定化させることができる。固定要素
は、大腿骨内に配置することができ、固定要素は大腿骨体から大腿骨頭に延在する。複数
の固定要素が大腿骨内に配置される場合、それらは互いに平行に配置してもよい(しなく
てもよい)。プレートデバイスを、大腿骨の側面領域に取り付けてもよく、かつ/またはネ
イルを大腿骨の髄管内に配置してもよい。各固定要素は、プレートデバイスおよび/また
はネイル内に(かつこれらを通って)延在することができる。変形可能部材は、固定システ
ム内に動作可能に配置することができる。係止部材は、固定システム内に動作可能に配置
することができる。
【００４６】
　固定システムが実装された後に、大腿骨を介して固定システムに荷重を加えることがで
きる。荷重は、システムの受け手の重量を用いて加えることができる。
【００４７】
III.システムコンポーネントの組成
　各システムコンポーネントは、任意の適切な組成を有することができる。各々を、任意
の適切な生体適合性材料および/または生体吸収性(bioresorbable(bioabsorbable))材料
から形成することができる。固定システムの固定要素、プレートデバイス、ネイルおよび
/または変形可能部材に適し得る例示的な生体適合性材料は、(1)金属(例えば、チタンま
たはチタン合金、コバルト-クロム合金、ステンレス鋼等)、(2)プラスチック(例えば、超
高分子量ポリエチレン(UHMWPE)、ポリメタクリル酸メチル(PMMA)、ポリテトラフルオロエ
チレン(PTFE)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、および/またはPMMA/ポリメタクリル
酸ヒドロキシエチル(PHEMA))、(3)生体吸収性材料またはポリマ(例えば、α-ヒドロキシ
カルボン酸(例えば、ポリ乳酸(PLLA、PDLLAおよび/またはPDLA等)、ポリグリコール酸、
ラクチド/グリコリド共重合体等)、ポリジオキサノン、ポリカプロラクトン、ポリトリメ
チレンカーボネート、ポリエチレンオキシド、ポリ-β-ヒドロキシ酪酸、ポリ-β-ヒドロ
キシプロピオン酸、ポリ-δ-バレロラクトン、PHB-PHVクラスのポリ(ヒドロキシアルカノ
エート)、他の生体吸収性プリエステル、および/または天然高分子(コラーゲンまたは他
のポリペプチド、多糖類(例えば、スターチ、セルロース、および/またはキトサン)、そ
れらのコポリマー等))、(4)骨材料または骨状材料(例えば、骨片、リン酸カルシウム結晶
(例えば、ヒドロキシアパタイト、炭酸リン灰石等))、または(5)それらの任意の組合せを
含む。
【００４８】
　システムは、同じ材料または異なる材料から形成することができる。例えば、中でも、
各々を金属から形成してもよく、各々をプラスチックから形成してもよく、または1つも
しくは複数を金属から形成し、別の1つもしくは複数をプラスチックから形成してもよい
。
【００４９】
IV.キット
　股関節固定システムは、少なくとも1つの固定要素、少なくとも1つのプレートデバイス
、少なくとも1つのネイル、プレートデバイス/ネイルを骨に取り付けるための1つまたは
複数の固定具、少なくとも1つの変形可能部材、少なくとも1つの係止部材またはそれらの
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任意の組合せを含むシステム/キットとして提供することができる。システム/キットは、
コンポーネントのうちの少なくとも1つについて、2つ以上の異なる選択肢を提供すること
ができる。例えば、システム/キットは、異なるサイズおよび/もしくは形状の2つ以上の
プレートデバイス、異なるサイズ(例えば、異なる長さまたは直径)および/もしくは圧縮
性の2つ以上の固定要素、ならびに/または2つ以上の交換可能な変形材料(例えば、異なる
圧縮性、異なる圧縮性制限等を有する)を含むことができる。
【００５０】
V.実施例
　以下の実施例は、荷重制御型ダイナミゼーションを用いる例示的な股関節固定システム
、および大腿骨を固定するシステムを装着する方法を含む、本開示の選択された態様およ
び実施形態を説明する。これらの実施例の各々において説明されるシステム、デバイスお
よび方法のコンポーネント、態様および機能は、互いに、ならびに本明細書の他の場所で
説明されるシステム、デバイスおよび方法と、任意の適切な組合せで組み合わせることが
できる。これらの実施例は、説明を意図しており、本開示の範囲全体を制限するべきでは
ない。
【実施例１】
【００５１】
ネイルを有する股関節固定システム
　この実施例は、(支持部材58aとしての)ネイル100と、変形可能部材60に取り付けられた
固定要素56とを備える別の例示的な股関節固定システム140を説明する。図6を参照された
い。
【００５２】
　股関節固定システム140は、システム50についてのセクションI(例えば、図1～図5を参
照されたい)および本開示における他の場所等において上記で説明した機能の任意の適切
な組合せを含むことができる。一方、システム140は、外部支持部材58bを利用しない場合
がある(図1および図6を比較されたい)。
【００５３】
　固定要素56は、係止部材61と接触するために位置決めされた変形可能部材60に事前取り
付けされる。係止部材は、ネイルに取り付けられ、係止部材の少なくとも一部分を回して
係止部材を動作位置まで前進させることによって、ネイルの長軸に沿って調整可能に位置
決めすることができる。この係止部材は、長軸を中心にした固定要素の回転を制限し、ネ
イルおよび固定要素が大腿骨内に設置された後の変形可能部材の軸方向の進行を妨害する
。示される実施形態では、係止部材61は、セットスクリュー142として構造化される。他
の実施形態では、係止部材61は、螺合等によりネイルに取り付けられる前進および後退可
能な任意の部材とすることができる。
【００５４】
　変形可能部材は、固定要素のシャフトによって画定される長手方向の溝96内に位置する
ことができ、溝に沿って、例えば、溝の長さの一部のみに沿って、または(ここで示すよ
うに)全体に沿って、任意の適切な距離に延在することができる。変形可能部材は、形成
後に溝96内に搭載される別個の要素として形成されてもよく、硬化可能な材料(例えば、
プラズマ噴射または重合溶液)を溝に塗布すること等によって、溝内に形成されてもよい
。
【００５５】
　スクリュー142は、ネイル100によって画定された軸方向の開口部144に受容され、螺合
を介してネイルに取り付けられる。ネイルの長軸に沿ったスクリュー142の位置は、スク
リューを回すことによって調整可能である。スクリュー142は、固定要素56が骨内に配置
された後に溝96内に前進するように構成された先端146を有する。先端146は、長軸72を中
心とした固定要素の回転を阻止する。また、先端は、変形可能部材60の軸方向の前進を妨
害する。先端と変形可能部材60との間の接触は、固定要素およびネイル(セットスクリュ
ー142を含む)の互いに対する軸方向の動き62を制限および制御する。荷重64に応じた変形
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可能部材60の変形は、骨折部54の圧迫のための制限された軸方向の動き62を可能にする。
スクリュー142等の係止部材は、システム装着中にスクリューが溝96内に前進していくに
つれ、変形可能部材60の一部を変形する場合もしない場合もある。
【実施例２】
【００５６】
胴部を有する側板を用いた股関節固定システム
　この実施例は、大腿骨52内に延在する胴部164を有する(支持部材58bとしての)側板162
を備え、胴部164に配置された変形可能部材60も備える例示的な股関節固定システム160を
説明する。図7を参照されたい。
【００５７】
　股関節固定システム160は、システム50についてのセクションI(例えば、図1～図5を参
照されたい)および本開示における他の場所(例えば、実施例1)等において上記で説明した
機能の任意の組合せを含むことができる。一方、システム160は、内部支持部材58aを利用
しない場合がある(図1、図6および図7を比較されたい)。システム160は、中でも、転子間
骨折部54の固定に適したものとすることができる。
【００５８】
　側板162(プレートデバイスとも呼ばれる)は、胴部164が突出する搭載部分106を備える
ことができる。搭載部分は、近位大腿骨上に搭載されるように、例えば、外側皮質104に
よって設けられる外面領域上に搭載されるように構成することができる。搭載部分は、搭
載部分を大腿骨に取り付ける骨スクリュー等の固定具108を受容する1つまたは複数の開口
部を画定することができる。搭載部分106および胴部164は、互いに一体形成することもで
きるし、または別個に形成し、大腿骨内への胴部の配置および/もしくは大腿骨上への搭
載部分の配置の前もしくは配置中に互いに組み立ててもよい。
【００５９】
　胴部164は、(例えば、固定要素56が側面から大腿骨内に配置された後に、)その側面か
ら近位大腿骨内に配置されるように構成される。胴部は、固定要素56の後方端が受容され
る導管(channel)166を画定する。導管は、固定要素が軸方向に摺動することを可能にする
が、固定要素の軸外移動を阻止するように、固定要素のシャフト径に応じた大きさにする
ことができる。代替的に、側板162は、参照により本明細書に援用される、2014年12月9日
に出願された米国特許出願第14/565,105号に記載されているような固定要素の向きの変更
を許容するように構成することができる。
【００６０】
　固定要素56は、固定要素を通って長手方向に延在する軸方向のボア168を定義すること
ができる。ボアは、固定要素が大腿骨内でガイドワイヤの上に装着されることを可能にす
る。ボアの後方領域は、コンプレッションスクリュー172による係合のための雌ねじ170を
含むことができる。コンプレッションスクリューは、固定要素のための調整可能な頭部を
提供する。
【００６１】
　胴部164は、係止部材61に取り付けることもできる。係止部材は、胴部と一体形成する
こともできるし、または別個に形成し、その後、胴部に永久にまたは取り外し可能に取り
付けてもよい。示される実施形態では、係止部材は、胴部が固定要素の後方端上に配置さ
れる前または配置された後にチャネル166内に受容される取り外し可能なインサート174で
ある。インサート174は、インサートによって形成される雄ねじと、導管166によって胴部
内に形成される雌ねじとの間で、176で示される螺合を介して胴部164に取り付けることが
できる。インサート(より一般的には、係止部材61)は、コンプレッションスクリュー172
のシャフトを受容する軸方向の通り穴178を画定することができる。コンプレッションス
クリューのシャフトは、変形可能部材60の穴122を通って延在することができる。コンプ
レッションスクリュー172の頭部は、コンプレッションスクリューが固定要素56に取り付
けられた後にインサート174(およびより一般的には係止部材61)に係合し、コンプレッシ
ョンスクリューが回されるときに、コンプレッションスクリューの頭部に向かって固定要
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素を進めて、骨折部54において大腿骨に圧迫をかけることができる。コンプレッションス
クリューの頭部は、通り穴178によって画定されるカウンタボア内に少なくとも部分的に
受容することができる。
【００６２】
　変形可能部材60は、固定要素56の後方端に隣接して、固定要素と係止部材61(インサー
ト174等)との間で導管166内に配置することができる。変形可能部材は、係止部材(インサ
ート174等)、固定要素56または双方に対し別個かつ別々にすることができる。代替的に、
変形可能部材60およびインサート174(または固定要素56)は、各々が導管166内に配置され
る前に、互いに取り付け、変形可能部材60およびインサート174(または固定要素56)が1つ
のユニットとして装着されるようにすることができる。任意の事象において、インサート
(および、より一般的には係止部材61)は、導管の後方端からの変形可能部材60の除去を防
ぎ、変形可能部材および固定要素の進行のための障壁を提供する。さらに、インサート17
4を、導管166に沿った変形可能部材60の軸方向位置を調整するように操作し(すなわち、
回し)、固定要素56およびインサート174間に変形可能部材を挟持することができる。代替
的に、システム160は、変形可能部材60が固定要素56と係止部材61との間に位置するが、
システムが完全に装着されるまで、固定要素56および係止部材61の双方と接触しないよう
に実装することができる。
【００６３】
　胴部164が、一体形成されたかつ/または永久的に取り付けられた係止部材61である実施
形態において、変形可能部材60は、胴部が大腿骨内に配置される前に、その内端から胴部
164の導管166内に装填することができる。
【実施例３】
【００６４】
頸部骨折のための股関節固定システム
　この実施例は、各々が変形可能部材60を有し、大腿骨頸部骨折を固定するように構成さ
れる例示的な股関節固定システム180、190を説明する。図8～図11を参照されたい。
【００６５】
　股関節固定システム180、190は、システム50についてのセクションI(例えば、図1～図5
を参照されたい)および本開示における他の場所(例えば、実施例1)で説明したような、上
記で説明した機能の任意の適切な組合せを含むことができる。一方、システム180、190は
各々、大腿骨内への配置後に互いに平行に延在することができる複数の固定要素56を備え
ても(備えなくても)よい。各固定要素56は、カニューレ挿入されていても、されていなく
てもよい。各固定要素56は、大腿骨の外面領域に係合して、大腿骨内への固定要素の内方
向への進行をブロックする頭部192を有することができ、それによって、固定要素は、装
着中に骨折部54において大腿骨に圧迫をかける。システム180、190は、大腿骨の外側皮質
に搭載されているが、大腿骨内に延在する胴部を含まないバットレスプレートの形態の支
持部材58bを備えることができる(図7を図8および図9と比較されたい)。システム180、190
は、内部支持部材58aを利用しない場合がある(図1を図8および図9と比較されたい)。
【００６６】
　支持部材58bは、変形可能部材60の外側への進行を妨害する複数の係止部材61に取り付
けることができる。例えば、係止部材は、バットレスプレートと一体に形成されてもよく
、またはバットレスプレートと別々に形成し、その後永久にもしくは取り外し可能にバッ
トレスプレートに取り付けられてもよい。
【００６７】
　図8は、各々が、支持部材58bの(骨に面する)内面および固定要素の頭部192の間に位置
決めされた一対の変形可能部材60を有するシステム180を示す。各変形可能部材60は、支
持部材の内面に画定された凹部194内に少なくとも部分的に配置されても(されなくても)
よい。
【００６８】
　固定要素56は、頭部192を形成するフランジから外側に突出する後方部分196を有するこ
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とができる。拡張部196は、変形可能部材60を通って延在し、支持部材58bの開口部94内に
受容される。開口部94は、凹部194と連続することができ、各変形可能部材60が圧迫され
るときに、固定要素および支持部材の互いに対する軸方向の相対的進行62を誘導する。
【００６９】
　図9～図11は、固定要素の後方部によって画定される長手方向のスロット200における変
形可能部材60を含む少なくとも1つの固定要素56を有するシステム190を示す。固定要素の
軸方向のボア168は、固定要素がカニューレ挿入されるように、変形可能部材60を通って
固定要素の後方端まで延在することができる。スロット200は、固定要素の後方部を一対
の分岐202に分割し、変形可能部材60は分岐間に配置される。支持部材58bは、変形可能部
材60に係合し、変形可能部材60を圧迫するための、スロット200内に収容される係止バー
の形態の係止部材61を形成することができる。支持部材は、係止バーに隣接し、固定要素
56の分岐202のうちの1つを収容するための開口部206を画定する。
【実施例４】
【００７０】
摩擦により制限されたダイナミゼーションを用いた股関節固定システム
　この例は、胴部164を有する側板162を含み、胴部内にくさび留めされる固定要素56も含
む、例示的な股関節固定システム220を説明する。図12および図13を参照されたい。
【００７１】
　股関節固定システム220は、システム50についてのセクションI(例えば、図1～図5を参
照されたい)および本開示における他の場所等において上記で説明した機能の任意の適切
な組合せを含むことができる(例えば、実施例2を参照されたい)。一方、システム220は、
(固定要素の中央長軸に向かって)径方向に圧迫可能であるが、長軸72に平行に変形可能に
圧迫可能でない変形領域222を有することができる。
【００７２】
　システム220は、胴部の外側の後端部に向かって(そして搭載部分106に向かって)狭くな
る先細の導管166を備えた胴部164を有する。導管の外側端は、カウンタボア224を形成す
るように広げることができる。
【００７３】
　システム220は、システムの装着中に大腿骨に圧迫をかけるために、実施例2において上
記で説明されたように互いに取り付けられた固定要素56およびコンプレッションスクリュ
ー172を有する。一方、実施例2のインサート174は、カウンタボア224内に着座し、圧迫が
かけられる際に大腿骨頭に向かってコンプレッションスクリュー172の頭部の内側への進
行を阻止するワッシャ226と置き換えられる。
【００７４】
　固定要素56は、固定要素の壁に形成され、中央の軸方向のボア230との連通を提供する
複数の軸方向のスリット228を画定することができる。このスリットは、後方部を、各々
が固定要素の前方部から離れるように突出する、複数の軸方向の分岐232に分割する。各
軸方向の分岐232は、固定要素の中央の長軸に向かって径方向に変形可能である。軸方向
の分岐の径方向の変形により、固定要素の後方部の直径に、その後方の境界に向かうテー
パが生じる。したがって、胴部の内径も先細であるので、胴部の内壁は、固定要素の変形
領域222と組み合わされて、固定要素の後方部が胴部内にくさび留めされるにつれ、固定
要素56および側板162の互いに対する軸方向の運動62に対し増大する抵抗をもたらすこと
ができる。
【００７５】
　図13は、導管166の内部テーパ部をより容易に見ることができる状態で胴部164を示す。
【実施例５】
【００７６】
ダイナミゼーションを調節するためのラチェットを備えた股関節固定システム
　この実施例は、集合的にラチェット280を形成する支持部材58bおよび固定要素56を各々
が備える、例示的な股関節固定システム250、260および270を説明する。図14～図16を参
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照されたい。ラチェットは、互いに対する固定要素56および支持部材の軸方向の進行62に
対する徐々に増大する抵抗を提供する。
【００７７】
　股関節固定システム250、260および270は、各々が、システム50についてのセクションI
(例えば、図1～図5を参照されたい)および本開示における他の場所等において上記で説明
した機能の任意の適切な組合せを含むことができる(例えば、実施例2～4を参照されたい)
。一方、システム220は、内側支持部材58aを利用しない場合があり(図1および図14～図16
を比較されたい)、ラチェット280の一部をなす弾性変形領域を有する場合がある。
【００７８】
　図14は、胴部164を有する側板162を備えるシステム250を示す。ラチェット280は、胴部
164の内壁によって導管166内に画定される一連の歯部282と、固定要素56のシャフトにお
いて固定要素56によって画定される留め具284(交換可能に戻り止めまたは歯止めとも呼ば
れる)とによって形成することができる。留め具は、歯部282間に形成される歯間隙(ノッ
チ)に収容されるように構成される。留め具284は、固定要素のシャフトと一体形成されて
もされなくてもよい。歯部282は、導管に沿って、一連の最大直径と交互に一連の最小直
径を生成するように変動する導管166の直径を画定することができる。最小直径は、胴部
の後方端に向かって減少することができ、それによって、各歯部282を越えて側板162の外
面に向かう留め具284の動きが増分するにつれ、増大する力が必要となる。逆方向におけ
る留め具の増分運動は、各歯部の非対称プロファイルによって選択的に制約される。いく
つかの実施形態では、固定要素56は、留め具284付近の固定要素の径方向の変形を容易に
する1つまたは複数の軸方向のスリット286を画定し、留め具が歯間隙を移動するにつれ、
留め具が半径方向に内側に移動することを可能にすることができる。
【００７９】
　図15は、システム250およびシステム220の機能を組み合わせるシステム260を示す(図12
および図14を参照されたい)。システム260のラチェット280は、固定要素56のシャフト上
に歯部282が形成され、導管166内の胴部164によって1つまたは複数の留め具284が形成さ
れることを除いて、システム250のラチェットと概ね同様である。固定要素56は、固定要
素の後方部の径方向の変形を可能にするスリット228を有する。留め具284は、胴体と一体
形成されてもよく、胴体と別個に形成されてもよい。歯部282の直径は、固定要素56の後
方端に向かって減少してもよく、かつ/または留め具284の直径は、導管166の後方端に向
かって減少してもよく、それによって、固定要素および側板の互いに対する歯部ごとの軸
方向の動き62が増分するにつれ、増大する力が必要となる。
【００８０】
　図16は、頸部骨折を固定するためのシステム270を示す。システムは、各々が、バット
レスプレートとして構造化された支持部材58bとのラチェット280を形成する、1つまたは
複数の固定要素56を含むことができる。ラチェットは、固定要素のシャフトに沿って配列
された一連の歯部282と、支持部材58bによって形成された留め具によって作成される。こ
こで、留め具284は、バットレスプレートによって定義された開口部の一体リップによっ
て作成される。リップは、支持部材の弾性変形領域の支援により、支持部材の主要部分に
対し弾性的に移動可能とすることができる。他の実施形態では、留め具284は、支持部材
の主要部分に対し別個のコンポーネントによって形成することができる。
【実施例６】
【００８１】
選択された実施形態
　この実施例は、荷重制御型ダイナミゼーションを用いた股関節固定システム、およびこ
のシステムを用いた股関節固定の方法の選択された実施形態を説明する。
【００８２】
　1.荷重制御型ダイナミゼーションを用いた股関節固定の方法であって、(A)長軸を定義
し、大腿骨体から大腿骨頭に延在する大腿骨頭固定具を備える固定システムを用いて大腿
骨を安定化させるステップと、(B)大腿骨を介して大腿骨頭固定具に荷重を加え、固定シ
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ステムの変形領域の不可逆性の変形を介して、固定具の長さおよび/または長軸における
固定具の軸方向の位置を変更するステップとを含む、方法。
【００８３】
　2.大腿骨固定具は、荷重が加えられるときの変化に等しい距離を移動する移動可能領域
を備え、固定システムは、移動可能領域の軸方向に外側に配置され、変更が生じたときに
固定されたままである、固定領域を含み、変形領域は、移動可能領域と固定領域との間に
配置される、パラグラフ1の方法。
【００８４】
　3.変形領域は大腿骨頭固定具によって提供される、パラグラフ1またはパラグラフ2の方
法。
【００８５】
　4.荷重を加えるステップは、大腿骨頭固定具の長さを低減する、パラグラフ1～3のいず
れかの方法。
【００８６】
　5.大腿骨頭固定具は、変形領域を提供するシャフトを備える、パラグラフ1～4のいずれ
かの方法。
【００８７】
　6.シャフトは、変形に対して実質的に耐性の別の領域を含む、パラグラフ5の方法。
【００８８】
　7.変形領域および他の領域は、大腿骨頭固定具に沿った少なくとも実質的に重なり合わ
ない軸方向の範囲を有する、パラグラフ6に記載の方法。
【００８９】
　8.変形領域および他の領域は、大腿骨頭固定具に沿った重なり合う軸方向の範囲を有す
る、パラグラフ6の方法。
【００９０】
　9.大腿骨頭固定具は、互いに別個の前方要素および後方要素を含む、パラグラフ1～8の
いずれかの方法。
【００９１】
　10.大腿骨を安定化するステップは、前方要素に対し後方要素を回すことによって、大
腿骨の骨折領域の圧迫を調節するステップを含む、パラグラフ9の方法。
【００９２】
　11.荷重を不可逆的に加えるステップは、大腿骨頭固定具によってプレートデバイスの
領域上に直接または間接的に作用する加えられる圧力を介して、固定システムのプレート
デバイスの領域を不可逆的に変形する、パラグラフ1～10のいずれかの方法。
【００９３】
　12.荷重を不可逆的に加えるステップは、プレートデバイスの別個のインサートを変形
する、パラグラフ11の方法。
【００９４】
　13.荷重を不可逆的に加えるステップは、大腿骨頭固定具と、大腿骨に取り付けられた
プレートデバイスとの間に配置された固定システムのスペーサ要素を不可逆的に変形する
、パラグラフ1～12のいずれかの方法。
【００９５】
　14.大腿骨を安定化させるステップは、大腿骨内に長手方向に、固定システムのネイル
を配置し、大腿骨頭固定具は、ネイル内にかつ/またはネイルを通って横方向に延在する
、パラグラフ1～13のいずれかの方法。
【００９６】
　15.大腿骨を安定化させるステップは、互いに平行な複数の大腿骨頭固定具を配置する
ステップを含む、パラグラフ1～14のいずれかの方法。
【００９７】
　16.大腿骨を安定化させるステップは、胴部が大腿骨内に延在するように固定システム
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の胴部を配置し、胴部は導管を画定し、大腿骨を安定化させるステップは、大腿骨頭固定
具の一部を導管内に配置する、パラグラフ1～15のいずれかの方法。
【００９８】
　17.大腿骨頭固定具は、第1の部分および第2の部分を含み、荷重を加えるステップは、
第2の部分の領域を、第1の部分によって画定されたボア内に摺動させ、大腿骨頭固定具の
長さを低減する、パラグラフ1～16のいずれかの方法。
【００９９】
　18.インサートがボア内に配置され、荷重を加えるステップによって不可逆的に変形さ
れる、パラグラフ17の方法。
【０１００】
　19.大腿骨頭固定具は、互いに対して移動可能な2つ以上の別個の部品を含む、パラグラ
フ1～18のいずれかの方法。
【０１０１】
　20.少なくとも一対の別個の部品が互いに螺合して配置される、パラグラフ19の方法。
【０１０２】
　21.大腿骨頭固定具は、大腿骨内の骨折部にわたるスパニング要素を含み、圧迫要素(コ
ンプレッションスクリュー等)も含み、安定化させるステップは、スパニング要素を圧迫
要素に連結するステップを含む、パラグラフ1～20のいずれかの方法。
【０１０３】
　22.圧迫要素の少なくとも一部はスパニング要素の外側に配置される、パラグラフ21の
方法。
【０１０４】
　23.大腿骨頭固定具は、大腿骨を安定化させるステップの後に、プレートデバイス、ネ
イル、またはプレートデバイスおよびネイルの双方によって画定される1つまたは複数の
開口部内に延在する、パラグラフ1～22のいずれかの方法。
【０１０５】
　24.荷重を加えるステップは、変形領域の周辺部によって画定される変形領域の量を減
らす、パラグラフ1～23のいずれかの方法。
【０１０６】
　25.変形領域は、任意選択で、金属から形成された、セル状構造および/または多孔構造
を有する、パラグラフ24の方法。
【０１０７】
　26.荷重制御型ダイナミゼーションを用いた股関節固定の方法であって、長軸を定義し
、大腿骨体から大腿骨頭に延在する大腿骨頭固定具を備える固定システムを用いて大腿骨
を安定化させるステップを含み、固定システムは、長軸における大腿骨頭固定具の軸方向
の位置を制御するラチェットを備える、方法。
【０１０８】
　27.ラチェットは、外側軸方向において、大腿骨頭固定具が軸方向に徐々に進行するこ
とを可能にする、パラグラフ26の方法。
【０１０９】
　28.ラチェットは線形ラチェットである、パラグラフ26またはパラグラフ27の方法。
【０１１０】
　29.ラチェットは、大腿骨頭固定具と、固定具が部分的に配置される開口部の壁とによ
って形成される、パラグラフ26～28のいずれかの方法。
【０１１１】
　30.ラチェットは回転ラチェットである、パラグラフ26またはパラグラフ27の方法。
【０１１２】
　31.荷重制御型ダイナミゼーションを用いた股関節固定の方法であって、長軸を定義し
、大腿骨体から大腿骨頭に延在する大腿骨頭固定具を備える固定システムを用いて大腿骨
を安定化させるステップを含み、固定システムは、胴部と大腿骨頭固定具との係合によっ
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て、長軸上の大腿骨頭固定具の外側軸方向の進行に対し増大する抵抗を与える胴部を備え
る、方法。
【０１１３】
　32.胴部は先細の導管を画定し、本方法は、大腿骨を介して大腿骨頭固定具に荷重を与
え、先細の導管内に大腿骨固定具をくさび留めするステップをさらに含む、パラグラフ31
の方法。
【０１１４】
　33.荷重制御型ダイナミゼーションを用いた股関節固定の方法であって、(A)長軸を定義
し、大腿骨体から大腿骨頭に延在する大腿骨頭固定具を備える固定システムを用いて大腿
骨を安定化させるステップと、(B)大腿骨を介して大腿骨頭固定具に荷重を加え、長軸に
おける固定具の軸方向の位置を変更するステップとを含み、固定システムは、大腿骨上に
少なくとも部分的に配置され、固定具に対して枢動可能に連結された支持部材を備え、枢
動可能な連結は、大腿骨頭固定具の長軸に対し横方向の枢軸を定義する、方法。
【０１１５】
　34.枢動可能な連結における移動は、少なくとも1つの変形可能な要素によって調節され
る、パラグラフ33の方法。
【０１１６】
　35.少なくとも1つの変形可能な要素は弾性変形可能である、パラグラフ34の方法。
【０１１７】
　36.枢動可能な連結は、枢動可能な連結における動きの許可される枢動範囲を調節する
塑性変形可能部材に連動する、パラグラフ33またはパラグラフ34の方法。
【０１１８】
　37.荷重制御型ダイナミゼーションを用いた股関節固定のためのシステムであって、長
軸を定義し、大腿骨体から大腿骨頭に延在するように構成された大腿骨頭固定具を備え、
大腿骨を介して大腿骨頭固定具に加えられる荷重は、固定システムの変形領域の不可逆的
変形、および長軸における大腿骨頭固定具の長さおよび/または軸方向の位置における変
化を引き起こす、システム。
【０１１９】
　38.荷重制御型ダイナミゼーションを用いた股関節固定のためのシステムであって、長
軸を定義し、大腿骨体から大腿骨頭に延在するように構成された大腿骨頭固定具を備え、
固定システムは、長軸における大腿骨頭固定具の軸方向の位置を制御するラチェットを備
える、システム。
【０１２０】
　39.荷重制御型ダイナミゼーションを用いた股関節固定のためのシステムであって、長
軸を定義し、大腿骨体から大腿骨頭に延在するように構成された大腿骨頭固定具と、胴部
と大腿骨頭固定具との係合によって、長軸上の大腿骨頭固定具の外側軸方向の進行に対し
増大する抵抗を与える胴部とを備える、システム。
【０１２１】
　40.荷重制御型ダイナミゼーションを用いた股関節固定のためのシステムであって、長
軸を定義し、大腿骨体から大腿骨頭に延在するように構成された大腿骨頭固定具と、大腿
骨上に少なくとも部分的に配置されるように構成され、固定具に対して枢動可能に連結さ
れた支持部材とを備え、枢動可能な連結は、大腿骨頭固定具の長軸に対し横方向の枢軸を
定義する、システム。
【０１２２】
　41.股関節固定のためのシステムであって、(A)患者の近位大腿骨内に配置されるように
構成された固定要素であって、固定要素の前方端が、近位大腿骨の頭部にアンカリングさ
れ、固定要素が、近位大腿骨の頭部から、近位大腿骨の外側部分に延在するようになって
いる、固定要素と、近位大腿骨の外側部分と固定関係で近位大腿骨に連結され、固定要素
に動作的に関連付けられるように構成された支持部材とを備え、システムは、患者によっ
てシステムに加えられた荷重に応じて不可逆的に変形するように構成された変形領域を備
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え、固定要素および係止部材は、固定要素の長軸に平行に互いに対し動くようになってい
る、システム。
【０１２３】
　42.固定要素は変形領域を備え、支持部材は、骨髄内のネイルを備え、固定要素は、骨
髄内のネイルによって画定される開口部を通って横方向に延在するように構成され、本シ
ステムは、骨髄内のネイルにおいて受容されるかまたは受容可能であり、骨髄内のネイル
の内部で固定要素の変形領域に係合するように構成される、セットスクリューをさらに備
える、パラグラフ41のシステム。
【０１２４】
　43.セットスクリューは、長軸を中心とした固定要素の回転も制限する、パラグラフ42
のシステム。
【０１２５】
　44.固定要素は、軸方向の溝を画定し、変形領域は、軸方向の溝内に位置する材料によ
って形成される、パラグラフ42のシステム。
【０１２６】
　45.支持部材は、近位大腿骨の外側皮質上に搭載されるように構成され、固定要素の領
域を受容する開口部を画定する、パラグラフ41のシステム。
【０１２７】
　46.変形領域は開口部内に位置するかまたは位置することが可能である、パラグラフ45
のシステム。
【０１２８】
　47.開口部は導管であり、支持部材は、導管を画定し、近位大腿骨において受容される
ように構成された胴部を備える、パラグラフ46のシステム。
【０１２９】
　48.変形領域は、胴部の導管内に配置されたインサートによって提供され、インサート
は固定要素と別個である、パラグラフ47のシステム。
【０１３０】
　49.導管の外側端部を介して胴部からのインサートの除去を防ぐ取り外し可能な係止部
材をさらに備える、パラグラフ48のシステム。
【０１３１】
　50.係止部材は、胴部と螺合して配置されるように構成される、パラグラフ49のシステ
ム。
【０１３２】
　51.固定要素は第1の固定要素であり、本システムは、第2の固定要素の前方端が近位大
腿骨の頭部にアンカリングされ、第2の固定要素が近位大腿骨の頭部から外側部分に延在
するように、同じ近位大腿骨内に配置されるように構成された第2の固定要素をさらに備
える、パラグラフ41のシステム。
【０１３３】
　52.各固定要素は、互いに固定されたシャフトおよび頭部を有する、パラグラフ51のシ
ステム。
【０１３４】
　53.各固定要素は、シャフトの反対側の固定要素の頭部から突出する延長部を有し、各
延長部は、固定要素および支持部材が固定要素の長軸に平行に互いに対し動くとき、支持
部材によって画定される開口部内で移動するように構成される、パラグラフ52のシステム
。
【０１３５】
　54.固定要素は、スクリューを近位大腿骨の頭部にアンカリングするように構成された
雄ねじを有するスクリューである、パラグラフ41のシステム。
【０１３６】
　55.変形領域は多孔性かつ/またはセル状である、パラグラフ41のシステム。
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【０１３７】
　56.股関節固定の方法であって、少なくとも部分的に、(a)固定要素を患者の近位大腿骨
内に配置し、固定要素の前方端が近位大腿骨の頭部内にアンカリングされ、固定要素が近
位大腿骨の頭部から外側部分に延在するようになっているステップと、(b)支持部材を、
近位大腿骨の外側部分に対して固定された関係で近位大腿骨に連結するステップとによっ
て、患者内に固定システムを装着するステップを任意の順序で含み、(a)および(b)のステ
ップは、互いに対して任意の順序で実行され、動作可能に装着するステップは、固定要素
および支持部材を互いに関連付け、装着された固定システムは、患者によってシステムに
加えられる荷重に応じて、不可逆的に変形するように構成された変形領域を含み、固定要
素および支持要素が、固定要素の長軸に平行に互いに対して移動するようになっている、
方法。
【０１３８】
　57.支持部材は、骨髄内のネイルを備え、固定要素は、骨髄内のネイルが近位大腿骨に
連結された後に近位大腿骨内に配置される、パラグラフ56の方法。
【０１３９】
　58.支持部材を連結するステップは、近位大腿骨の外側皮質上に支持部材を取り付ける
ステップを含み、取り付けられた支持部材は開口部を画定し、固定要素および変形領域は
各々、装着するステップの後に、少なくとも部分的に開口部内に位置する、パラグラフ56
の方法。
【０１４０】
　59.開口部は導管であり、取り付けられた支持部材は、導管を画定する胴部を含み、支
持部材を連結するステップは、胴部を近位大腿骨に挿入するステップを含む、パラグラフ
58の方法。
【０１４１】
　60.配置するステップは、一対の固定要素を近位大腿骨の頭部内に配置するステップを
含み、装着するステップは、支持部材と各固定要素との間に変形可能部材を配置する、パ
ラグラフ56の方法。
【０１４２】
　61.股関節固定の方法であって、(A)固定要素を患者の近位大腿骨内に配置し、固定要素
の前方端が近位大腿骨の頭部内にアンカリングされ、固定要素が近位大腿骨の外側部分か
ら近位大腿骨の頭部に延在するようになっているステップと、(B)係止部を、近位大腿骨
の外側部分に連結するステップと、(C)固定要素と係止部材との間に変形可能部材を動作
可能に配置するステップであって、患者によって近位大腿骨に加えられる荷重に応じて、
固定要素および係止部材によって変形可能部材の少なくとも一部分に対し作用する圧迫力
により、変形可能部材が不可逆的に変形可能であるようにし、固定要素および係止部材は
固定要素の長軸に平行に互いに対して動くようになっている、ステップとを任意の順序で
含む、方法。
【０１４３】
　62.股関節固定の方法であって、(A)患者の近位大腿骨内にネイルを長手方向に配置する
ステップと、(B)固定要素を近位大腿骨内に配置するステップであって、固定要素の前方
端が近位大腿骨の頭部にアンカリングされ、固定要素が近位大腿骨の外側部分から、ネイ
ルの横方向の開口部を通って近位大腿骨の頭部まで延在するようになっており、固定要素
は、長軸を定義するシャフトを含み、固定要素のシャフトは、固定要素が近位大腿骨内に
配置される前に変形可能部材に取り付けられる、ステップと、(C)ネイルに取り付けられ
た係止部材を操作し、係止部材がネイル内部の変形可能部材に係合し、長軸を中心に固定
要素の回転を制限するようにするステップであって、変形可能部材は、患者によって近位
大腿骨に加えられる荷重に応じて、固定要素および係止部材によって変形可能部材の少な
くとも一部に作用する圧迫力によって不可逆的に変形されるように構成され、固定要素お
よび係止部材は固定要素の長軸に平行に互いに対して移動するようになっている、ステッ
プとを任意の順序で含む、方法。
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【０１４４】
　63.股関節固定の方法であって、(A)固定要素を患者の近位大腿骨内に配置するステップ
であって、固定要素の前方端が、近位大腿骨の頭部にアンカリングされ、固定要素が、近
位大腿骨の外側部分から、近位大腿骨の頭部に延在するようにする、ステップと、(B)近
位大腿骨の外側皮質上に側板を取り付けるステップであって、側板は、近位大腿骨内に延
在し、固定要素の後方部を受容する導管を画定する胴部を備える、ステップと、(C)係止
部材を胴部に取り付けるステップと、(D)変形可能部材を、固定要素の後方部と、係止部
材との間で導管内に配置するステップであって、変形可能部材は、患者によってシステム
に加えられる荷重に応じて不可逆的に変形するように構成され、固定要素および胴部は長
軸に平行に互いに対して移動するようになっている、ステップとを任意の順序で含む、方
法。
【０１４５】
　上述の開示は、独立した有用性を有する複数の別個の発明を包含することができる。こ
れらの発明の各々がその好ましい形態で開示されているが、本明細書に開示し示した本発
明の特定の実施形態は、多数の変形形態が可能であるため、限定的な意味で考慮されるべ
きではない。本発明の主題は、本明細書に開示された様々な要素、特徴、機能、および/
または特性の全ての新規かつ自明でない組合せおよび部分的組合せを含むものである。添
付の特許請求の範囲は、新規かつ自明でないと考えられるいくつかの組合せおよび部分的
組合せを詳細に指摘するものである。特徴、機能、要素、および/または特性の他の組合
せおよび部分的組合せで実施される発明の特許請求を、本出願または関連出願の優先権を
主張する出願で行うことができる。こうした特許請求の範囲は、異なる発明または同じ発
明を対象とするものであっても、元の特許請求の範囲よりも広い、狭い、それと等しい、
または異なるものであっても、本開示の本発明の主題に包含されると考えられる。さらに
、識別された要素のための、第1の、第2のまたは第3の等の序数標識は、要素間を区別す
るために用いられるものであり、特別な別段の指示がない限り、そのような要素の特定の
位置または順序を示すものではない。
【符号の説明】
【０１４６】
　　50　システム
　　52　大腿骨
　　54　骨折部
　　56　固定要素
　　58a　内側支持要素/支持部材
　　58b　外側支持要素/支持部材
　　60　変形可能部材
　　62　軸方向の進行、軸方向の動き
　　61　係止部材
　　64　荷重
　　66　外側部分
　　70　大腿骨頭
　　71　内側部分
　　72　長軸
　　74　シャフト
　　76　大転子
　　78　小転子
　　82　前方部
　　84　後方部
　　86　アンカリング構造
　　88　雄ねじ
　　90　シャフト
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　　92　開口部
　　94　開口部
　　96　溝
　　98　ドライバ係合構造
　　100　ネイル
　　104　外側皮質
　　106　搭載部分
　　108　固定具
　　120　空所
　　122　開口部/穴
　　140　股関節固定システム
　　142　スクリュー/セットスクリュー
　　146　先端
　　160　股関節固定システム
　　162　側板
　　164　胴部
　　166　導管
　　172　コンプレッションスクリュー
　　174　インサート
　　178　通り穴
　　180　股関節固定システム
　　190　股関節固定システム
　　192　頭部
　　194　凹部
　　200　スロット
　　202　分岐
　　220　股関節固定システム
　　222　変形領域
　　224　カウンタボア
　　226　ワッシャ
　　228　スリット
　　232　分岐
　　250　股関節固定システム
　　260　股関節固定システム
　　270　股関節固定システム
　　280　ラチェット
　　282　歯部
　　284　留め具
　　286　スリット
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